
 

パ
ワ
䤀
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
細
則 

 
䥹
目
的
䥺 

第
一
条 
こ
の
細
則
は
䣍
パ
ワ
䤀
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
則
䥹
以
下
䣓
規
則
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
䣍

規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
䣎 

䥹
相
談
の
受
付
䥺 

第
二
条 

規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
苦
情
相
談
の
受
付
は
䣍
本
会
の
事
務
局
で
行
う
䣎 

２ 

本
会
の
事
務
局
職
員
は
䣍
苦
情
相
談
を
受
け
付
け
た
と
き
は
䣍
パ
ワ
䤀
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
相
談
申
出
書
を
作
成
し
䣍
会
長
に
報
告

す
る
䣎 

䥹
相
談
員
の
選
任
等
䥺 

第
三
条 

規
則
第
八
条
第
一
項
の
相
談
員
は
䣍
弁
護
士
の
経
験
䣍
年
齢
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
考
慮
し
て
選
任
す
る
も
の
と
し
䣍
少
な
く
と
も
一

人
は
貧
困
と
人
権
に
関
す
る
委
員
会
の
委
員
と
す
る
䣎 

䥹
相
談
体
制
䥺 

第
四
条 

会
長
は
䣍
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
䣍
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
䣍
直
ち
に
担
当
相

談
員
を
指
名
す
る
䣎 

䥹
担
当
相
談
員
の
処
理
䥺 

第
五
条 

規
則
第
十
三
条
第
二
項
の
苦
情
相
談
の
日
時
は
䣍
会
長
が
定
め
る
䣎 

２ 

前
項
の
苦
情
相
談
は
䣍
本
会
又
は
支
部
の
事
務
室
内
に
お
い
て
䣍
担
当
相
談
員
二
人
が
共
同
し
て
相
談
者
か
ら
の
相
談
を
受
け
䣍
共
同

し
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
相
談
者
が
遠
方
䣍
療
養
そ
の
他
相
当
の
理
由
に
よ
り
来
会
で
き
な
い
場
合
は
䣍
こ
の
限
り
で
は

な
い
䣎 

䥹
副
会
長
の
代
行
䥺 

第
六
条 

会
長
が
当
事
者
又
は
関
係
者
で
あ
る
事
案
に
つ
い
て
は
䣍
こ
の
細
則
で
定
め
る
会
長
の
職
務
は
䣍
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
順
序
に
よ



 

り
副
会
長
が
代
行
す
る
䣎 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
会
長
の
職
務
を
代
行
す
る
副
会
長
は
䣍
当
該
案
件
に
つ
い
て
会
長
と
同
等
の
義
務
を
負
う
䣎 

  
 

 
附 

則
䥹
令
和
六
年
二
月
十
五
日
日
本
弁
護
士
連
合
会
承
認
䥺 

こ
の
規
則
は
䣍
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
承
認
を
得
て
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 


